
11 障害者控除に係る「認定書」の交付事務について 

 

障害者控除に関しては、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定により、

身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障害者に準ずる者等とし

て市町村長の「認定書」の交付を受けた者についても対象とされている。 

昨今、当該認定書の交付の取扱いに関して、疑義が寄せられることがあるこ

とから、平成 14 年にお示ししている取扱いに係る考え方について、再度周知

をお願いする。 

各市町村において、当該事務連絡の内容を踏まえた取扱いがなされるよう、

御配意いただきたい。 

 

（参考）老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて（平成 14

年８月１日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課・老健局

総務課事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020904/2-3.html#betushi 

 

 

12 令和元年地方からの提案に関する対応方針について 

 

 地方分権改革については、地方の声を踏まえつつ改革を推進していくことを

目的に、2014 年度より地方公共団体等からの「提案募集方式」が導入されて

おり、地方から提案のあった事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等

を推進している。 

今般、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和元年 12 月 23

日閣議決定）がとりまとめられた。障害保健福祉関係の内容は別添資料のとお

りであるので、御了知いただきたい。 

 このうち、「矯正施設の長からの都道府県知事及び指定都市市長に対する通

報について」に関しては、以下のとおり対応しているので、御了知いただきた

い。 

 

＜矯正施設の長からの都道府県知事及び指定都市市長に対する通報について

＞ 

・ 精神保健福祉法第 26 条に基づく通報の対象者について、本年２月 27 日

付け事務連絡により周知している。 

・ 同通報に基づく事前調査の結果、措置診察不要となった場合の矯正施設宛

ての連絡については、文書による通知である必要はなく、電話等適宜の方法

による連絡で差し支えないことを法務省から矯正施設に周知している。 
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13 その他関係施策について 

 

 ⑴ 障害者差別解消法について 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65

号）が平成 28 年４月に施行されたことに伴い、これまで、同法第 11 条第

１項の規定に基づく事業者の対応指針である「障害者差別解消法 福祉事業

者向けガイドライン」（平成 28 年１月厚生労働大臣決定）を定め、事業者

に求められる合理的配慮の具体的事例を示している。 

引き続き、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、周

知・啓発に御協力いただくようお願いしたい。 

 

 

 ⑵ 行政手続コストの削減について 

「規制改革実施計画（平成 29 年 6 月 9 日）」において、行政手続コスト

（行政手続に要する事業者の作業時間）を平成 32 年（2020 年）までに 20％

削減することとされたことを受け、厚生労働省においても、「「行政手続コ

スト」削減のための基本計画」を平成 29 年 6 月に策定し、令和元年６月末

に基本計画の再改定を行った。 

2020 年３月をもって計画実施期間は終了となるが、引き続き各自治体に

おける各行政手続におけるコスト削減に取組の推進に関し、御理解・御協

力を賜りたい。 

 

参考： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kansoka

/index.html 

 

 

 ⑶ 東京 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る諸制度につ

いて 

  東京 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中は、首都高

速道路において料金上乗せ施策が実施されるが、障害のある方の乗る車両

や福祉関係車両については、事前申請することにより料金上乗せの対象外

となる。 

  また、大会の観戦について一定の条件を満たす団体・組織についてはパ

ブリックビューイングを実施することが可能となる。 

  どちらも事前申請が必要となることから、各自治体においては詳細につ

いて以下を確認いただき、対象となる方及び関係団体等への周知について

御協力をお願いしたい。 
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・「東京 2020 大会期間中の首都高速道路における料金上乗せ」の実施に際

し料金上乗せにならないための手続について（障がい者・福祉関係車両） 

（東京都ホームページ） 

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/torikumi/

yusou/2020shutokosoku/2020shutokosoku_shinsei/index.html 

 

・東京 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会パブリックビュー

イングについて（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会ホームページ） 

  https://tokyo2020.org/jp/get-involved/livesite/public-viewing/ 

 

 ⑷ 食品ロス削減の推進について 

  食品ロスの削減を推進に向け、令和元年５月 24 日に「食品ロスの削減の

推進に関する法律」（令和元年法律第 19 号）が成立し、同年 10 月１日に施

行された。 

  政府においては、今後、同法第 11 条の規定に基づき、食品ロスの削減の

推進の意義及び基本的な方向、推進の内容、その他食品ロスの削減の推進

に関する重要事項を定める基本方針を定める予定である。 

同法においては、食品関連事業者に限らず、事業活動を行う全ての事業

者において、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものと

されている。 

今後、基本方針を踏まえて、食品ロス削減の推進に向けて、周知・啓発

等への御協力をお願いすることが見込まれるので、その際には、障害福祉

関係事業者等への周知・啓発等に御協力いただくようお願いする。 

93



94



95



96



「東京2020大会期間中の首都高速道路における料金上乗せ」の実施に際し

料金上乗せにならないための手続きのご案内
（障がい者・福祉関係車両）

Ａ）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両
対象となる障がい者手帳：①身体障害者手帳 ②療育手帳（愛の手帳） ③精神障害者保健福祉手帳
■ 本人が運転または同乗するものに限る（１人につき１台まで申請可能）。■ 障がいの種別・程度は不問

Ｂ）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する車両
■ 施設等の利用者が同乗するものに限る。

練馬 ＊＊＊

あ 12ｰ34
練馬 ＊＊＊

り 12ｰ34

東京都からお知らせ

ETC搭載車限定

9.68.25

オリンピック
開催期間

パラリンピック
開催期間

＜ご確認ください＞ 以下の場合は「申請不要」で料金上乗せの対象外となります。

「有料道路における 障がい者割引制度」の適用を受ける方
※障がい者割引制度の適用を受ける方は、ETC車・現金車どちらも料金上乗せ対象外

一般に、ナンバープレート色が
「白地に緑文字」または「黄色地に黒文字」の自家用車両のうち、
分類番号が「4**」または「6**」または「8**」の車両

一般に、ナンバープレート色が
「緑地に白文字」または「黒地に黄色文字」の事業用車両

首都高速道路の５車種区分における「中型車」「大型車」「特大車」

黄色文字白文字

練馬 ＊＊＊

さ 12ｰ34

緑文字
練馬 ＊＊＊

あ12ｰ34

黒文字

2020. 5.22 消印有効

料金上乗せの対象外となる期間

下記の車両は事前申請すると料金上乗せの対象外となります

申請期間

申請期間（第2期）2020.7.1 ~ 7.31（予定）
※パラリンピック開催期間中のみが対象となります。
なお、上記申請期間は、現時点での予定です。決まり次第、
改めてお知らせいたします。
オリンピック開催期間から料金上乗せの対象外とするため
には、５月２２日までに申請が必要です。

7.20 8.10

申請時期により「料金上乗せ対象外となる期間」が異なります。早めの申請をお願いします。

9.68.25

パラリンピック
開催期間

第２期受付分の料金上乗せの対象外となる期間

7.20 8.10オリンピック開催期間中は

料金上乗せとなります

※「障がい者割引」
について詳しくはHPへ

分類番号白地 黄色地

緑地 黒地

分類番号
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A）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両

必要書類（A・B共通で必要なもの）

□ ④ 障がい者手帳 ※ 住所、氏名、手帳番号および発行者が分かる部分全て

□ ⑤ ETCカード（本人名義）

【送 付 先】〒163-8001 東京都 都市整備局 都市基盤部内
「2020料金上乗せ 対象外申請窓口」行

【申請期間】令和２年５月２２日（金）まで 消印有効
※第2期の申請期間は令和２年７月１日（水）から７月３１日（金）までを予定
※申請時期により「料金上乗せ対象外となる期間」が異なります。

【問合せ先】電話 ０３-５３８８-３３９０（平日9時から17時まで）
FAX ０３-５３８８-１３５４（耳の不自由な方のFAX通信）
注）問合せ先は令和2年4月1日から変更となります。新番号は別途お知らせします。

申請からご利用までの流れ

必要事項を記入した「①申請書」と「②～⑤（※コピーしたもの）」を郵送してください。

申請書類

Ｂ）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する車両

□ ④ 第一種社会福祉事業の場合：事業許可証
第二種社会福祉事業の場合：事業届出書一式（定款その他の基本約款を含む。）

□ ⑤ ETCカード ※申請する車両のETC車載器に入れて利用するETCカード

登録した「自動車＋車載器＋ETCカードの組合せ」でETCレーンを通行
すると、料金上乗せされません。
※出口通過時には上乗せ後の料金が案内されますが、上乗せされない料金で請求されます。

申請書類を「2020料金上乗せ 対象外申請窓口」宛てに郵送
※ 封筒および切手は各自でご準備ください。
※ 申請書は福祉窓口等で配布するほか、東京都HPからダウンロードもできます。

東京都から申請者に送付される「登録結果通知書」で登録内容を確認
※ 書類審査および首都高速道路株式会社においてシステム登録が完了した後、
申請書に記載の住所宛てに送付します。

① 申請手続

③ 料金所での通行方法

□ ① 申請書（様式）
□ ② 自動車検査証または軽自動車届出済証
□ ③ ETC車載器管理番号が確認できるもの ※ ETC車載器セットアップ申込書・証明書など

Ａ
ま
た
は
Ｂ
を
添
付

② 登録内容の確認

※ 未成年の方等で、本人以外の運転により適用除外を受ける場合は
親権者又は後見人名義等のETCカードも対象

※料金上乗せ除外手続
の詳細はHPへ
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東京 2020大会期間中の首都高における料金上乗せ対象外申請書 

太枠内のみご記入ください（枠からはみ出さないよう丁寧に記入してください）。 

申請年月日 2020年    月    日 

ふりがな  

生年月日 (西暦)   年  月  日 
申請者氏名  

住  所

（登録結果通知書送付先） 
 〒 

日中連絡を取るこ

とができる連絡先 
電話   （   ） FAX   （   ） 

自動車登録番号 

又は車両番号 【記載例：品川○○○あ○○－○○】 

ＥＴＣ 

カード 

名義 
（カナ又はローマ字） 

 

番号 
（左詰：14～19桁） 

 

                   

ＥＴＣ 

車載器 
管理番号 

（5桁-8桁-6桁） 
 

     -         -       

以下は、Ａ）又はＢ）のいずれか該当するものを記入 

Ａ）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両の場合 

手帳番号 
〔①身体障害者手帳／②療育手帳／③精神障がい者保健福祉手帳〕←該当するものに○ 

 

 
発行者  

Ｂ）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する車両の場合 

施設の名称 

（経営者の名称） 
 

【記入上の注意】 
 ○「東京都からお知らせ」の内容を十分ご確認の上、記載例を参考にご記入ください。 
 ○名義・番号は ETC カードのとおり記入してください。 
 ○番号は、ハイフンやスペースは含めず、左詰めで記入してください。 
 ○管理番号は「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」のとおり記入してください。 
【個人情報の取扱いについて】 
 ○東京都は、収集した個人情報のうち首都高速道路株式会社において料金上乗せ対象外とするために必要な

情報のみ、首都高速道路株式会社へ提供を行うこととします。 
【通行上の注意】 
 ○料金上乗せが除外される通行は「登録された ETCカードを登録された ETC車載器に挿入し、ETC レーンを

無線通行した場合」に限ります。 
  本登録と異なる ETCカード又は ETC車載器でご利用された場合は、料金上乗せ除外は適用されませんので

ご注意ください。 
 ○ETC 無線通行時に通信エラーなどにより、料金所で開閉バーが開かなかった場合は、料金所係員が対応し

ますので、料金所係員に ETC カードを手渡し「ETC 無線通行」である旨をお伝えいただき、返却後の ETC
カードを確実に車載器に挿入し出口を無線通行してください。 

 ○登録された障がい者若しくは施設の方が他人に本除外措置を受けさせた場合又は虚偽の申請があった場
合は本除外登録を抹消します。また、障がい者ご本人又は施設以外の方が本除外措置を受けた場合は、道
路整備特別措置法第 26 条の規定により、通常料金の他に不法に免れた額の 2 倍の額を割増金としてお支
払いいただきます。  

※以下の場合は、【手続不要】で料金上乗せの除外となります。 
○『有料道路における障害者割引制度』の適用を受ける方 

 ○「8ナンバー（特種用途車両）」、「4又は 6ナンバー（小型貨物自動車）」の車両 
○「事業用ナンバー ※一般に「緑地に白文字」又は「黒地に黄色文字」」の車両 
○ 首都高の 5車種区分における「中型車」、「大型車」、「特大車」 
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申請書の記入方法について（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両の場合  

〔①の留意事項〕・障がい者ご本人の氏名・住所・生年月日をご記入ください。 

〔②の留意事項〕・「有料道路における 障がい者割引制度」の適用を既に受ける方は手続不要です。 

・ETCカードは障がい者ご本人名義のものに限ります。 

ただし、未成年の障がい者の方等で、本人以外の運転により適用除外を受ける場合は親権者

又は後見人名義等の ETCカードも対象となります。 

〔③の留意事項〕・手帳番号欄に、申請者が交付を受けている障がい者手帳に記載のとおりご記入ください。 

 

 B）社会福祉法第 2条に規定する社会福祉事業の用に供する車両の場合  

〔①の留意事項〕・住所は、施設又は主たる事業所の所在地をご記入ください。 

〔②の留意事項〕・複数台の登録を行う場合は、台数分の申請書類（申請書＋②を証明する書類）が必要です。 

なお、1枚の申請書に記載された「ETCカードと ETC車載器の組合せ」で無線通行した場合

のみ、料金上乗せの除外が適用されます。 

〔③の留意事項〕・添付する証明書類に記載の通りご記入ください。 

なお、複数台の登録を行う場合も、③を証明する書類は 1部の提出で構いません。 

 

※封筒に貼り付けて、 

宛先としてご利用いただけます   ⇒ 

① 

② 

③ 

※
記
載
上
の
留
意
事
項
は
以
下
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

〒１６３－８００１ 

東京都 都市整備局 都市基盤部内 

「2020 料金上乗せ 対象外申請窓口」行 

✂ 切り取り線 

東京 2020大会期間中の首都高における料金上乗せ対象外申請書 

太枠内のみご記入ください（枠からはみ出さないよう丁寧に記入してください）。 

申請年月日 2020年   ○月   ○日 
ふりがな   とうきょう たろう 

生年月日 (西暦) ○○○○年○月○日 
申請者氏名   東京 太郎 

住  所

（登録結果通知書送付先） 
 〒○○○－○○○○  東京都○○区○○ ○丁目○番○号 

日中連絡をとるこ

とができる連絡先 
電話 ○○（○○○○）○○○○ FAX ○○（○○○○）○○○○ 

自動車登録番号 

又は車両番号 
品川５００ は ○○－○○       【記載例：品川○○○あ○○－○○】 

ＥＴＣ 

カード 

名義 
（カナ又はローマ字） 

トウキョウタロウ（ＴＡＲＯ ＴＯＫＹＯ） 

番号 
（左詰：14～19桁） 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７     

ＥＴＣ 

車載器 
管理番号 

（5桁-8桁-6桁） 
 

１ ２ ３ ４ ５ － １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ － １ ２ ３ ４ ５ ６ 

以下は、Ａ）又はＢ）のいずれか該当するものを記入 

Ａ）障がい者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両の場合 

手帳番号 
〔①身体障害者手帳／②療育手帳／③精神障がい者保健福祉手帳〕←該当するものに○ 

東京－○○○○○○○○ 
発行者 東京都 

Ｂ）社会福祉法第 2条に規定する社会福祉事業の用に供する車両の場合 

施設の名称 

（経営者の名称） 
○○○○○○○○○ 

 

※記載例は、カード番号 15桁の場合 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  

<Tokyo 2020.NEWS-2020-035> 

 2020年 1月 28日 

 

パブリックビューイング・ガイドラインを公表 

4月 1日から実施申請の受付けを開始 

 

 東京 2020 組織委員会は、東京 2020 大会におけるパブリックビューイングの具体的な申請方法の

詳細等を記載したパブリックビューイング・ガイドラインを本日公表しました。実施申請の受付けは、

4月 1日（水）から開始します。ガイドラインの内容や申請の詳細等については、以下公式ウェブサ

イトからご確認ください。 

 

【パブリックビューイングの実施申請について】 

https://tokyo2020.org/jp/get-involved/livesite/public-viewing/ 

 

【東京 2020大会のライブサイト等について】 

東京 2020大会期間中、競技会場外のライブサイトやパブリックビューイングで、大型スクリーンを

利用した競技中継等を通じて競技観戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有することができます。 

詳細は以下からご確認ください。 

https://tokyo2020.org/jp/get-involved/livesite/ 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

（報道関係者専用） 

東京 2020組織委員会 

広報局広報部戦略広報課 

担当：安野、矢吹 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-6220-5801 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

 

（報道関係者以外） 

 東京 2020お問い合わせ窓口 

電話番号：0570-09-2020（有料） 

受付時間：9：00～17：00 

土日祝日、年末年始を除く 
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参考資料 

食品ロスの削減の推進に関する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等 

※必要量に応じた食品の販売・購入､販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者と
事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む 

②食品関連事業者等の取組に対する支援 

③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰 

④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究 

⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供 

⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に
関する調査・検討 

基本的施策（第 14 条～第 19 条） 

施行期日：公布日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日 

 
・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入

に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明示 

・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題
に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこ
と、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用するようにし
ていくことを明記 

  多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言 

前文 

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組 

食品ロスの削減の定義（第２条） 

 

 食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10 月）を設ける 

食品ロス削減月間（第９条） 

 

 国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力 

責務等（第３条～第７条） 

 
 食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この法律の

趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進 

(第８条) 

 
 内閣府に､関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議 
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置 

食品ロス削減推進会議（第 20 条～第 25 条） 

 
・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（閣議決定） 
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定 

基本方針等（第 11 条～第 13 条） 

＜食品ロスの問題＞ 

・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄 

・持続可能な開発のための 2030 アジェンダ でも言及 

資源の無駄（事業
コスト・家計負担
の増大）、環境負荷
の増大等の問題も 
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